
- 1 - 

船舶事故調査報告書 

 

                             平成２５年４月１８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                                  委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  庄 司 邦 昭 

委   員  根 本 美 奈 

                         

事故種類 衝突（漁具） 

発生日時 平成２４年１１月８日 ０９時５０分ごろ 

発生場所 兵庫県姫路市上
かみ

島南方沖 

 上島灯台から真方位１７５°３.１海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°３８.１′ 東経１３４°４３.２′） 

事故調査の経過  平成２４年１２月１８日、本事故の調査を担当する主管調査官（神

戸事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等

Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 砂利運搬船 第三日
ひ

之
の

出
で

丸、３９５トン 

   １３５５８３、真栄海運株式会社 

５７.００ｍ×１１.００ｍ×５.８０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、７３５kＷ、平成９年３月  

Ｂ 漁船 長福
ちょうふく

丸、４.９トン 

ＨＧ３－７０００５（漁船登録番号）、個人所有 

１１.９０ｍ（Lr）×３.０６ｍ×０.７７ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、１１０kＷ（動力漁船登録票による）、平成 

１０年９月７日 

Ｃ 漁船 長福
ちょうふく

丸、４.９トン 

ＨＧ３－３５７７８（漁船登録番号）、個人所有 

１１.２５ｍ（Lr）×３.０５ｍ×０.７７ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、漁船法馬力数３５PS、昭和６０年９月２７日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ４２歳 

四級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成１３年１１月１４日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２４年１０月９日 

    免状有効期間満了日 平成２８年１１月１３日 

機関長Ａ 男性 ３７歳 

五級海技士（機関） 

    免 許 年 月 日 平成２３年６月９日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２３年６月９日 

    免状有効期間満了日 平成２８年６月９日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ３９歳 
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一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 免許登録 日 平成６年９月１６日 

 免許証交付日 平成２１年８月３日 

         （平成２６年９月１５日まで有効） 

Ｃ 船長Ｃ 男性 ２９歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士 

  免許登録 日 平成１５年９月１２日 

    免許証交付日 平成２０年８月１２日 

           （平成２５年９月１１日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ なし 

Ｃ なし 

Ｂ及びＣの漁網が破損 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び機関長Ａほか２人が乗り組み、平成２４年１１

月８日０９時００分ごろ、兵庫県東播磨港を出港後、船長Ａが出港操

船に続いて船橋当直に就き、３Ｍレンジとしたレーダー及びＧＰＳプ

ロッターを使用し、約１９５°（真方位、以下同じ。）の針路及び約

９.０ノット（kn）の速力で自動操舵により鳴門海峡に向けて航行し

た。 

船長Ａは、０９時１５分ごろ機関長Ａが昇橋したので、見張りの補

助に就け、上島の東方を通過したのち、周囲に接近しそうな他船はい

ないものと思い、０９時４０分ごろ機関長Ａを単独で船橋当直に就か

せて降橋し、食堂で朝食をとった。 

 機関長Ａは、操舵室の前面中央に立って見張りを行っていたとこ

ろ、左舷船首５°０.５Ｍ付近にＢ船及び右舷船首１０°０.５Ｍ付近

にＣ船を視認し、反航中の両船の間隔が広く見え、両船の船首が互い

に外側を向いていたので、Ｂ船及びＣ船がそれぞれ単独で操業してい

るものと思い、両船の間を通過することにした。 

 機関長Ａは、Ｂ船及びＣ船の見張りを行いながら航行していたとこ

ろ、０９時４９分ごろ、食事を終えて操舵室に戻って来た船長Ａが、

Ｂ船及びＣ船の船型を見て２そうびきの漁船であることに気付き、船

首方３００ｍ付近に黄色の浮きを視認したので、直ちに機関を後進と

して右舵を取ったものの、０９時５０分ごろ、上島灯台から１７５°

３.１Ｍ付近において、Ａ船とＢ船及びＣ船が引いていた漁網とが衝

突した。 

Ｂ船（主船）は、船長Ｂが１人で乗り組み、Ｃ船（従船）は、船長

Ｃが１人で乗り組み、運搬船と３隻で船団を組んで２そうびき漁（し

らす漁）の操業を行うため、０４時３０分ごろ、姫路市坊勢
ぼ う ぜ

漁港を出

港し、播磨灘に向かった。 
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Ｂ船及びＣ船は、０８時００分ごろから２回目のえい
．．

網を始め、Ｂ

船が漁網の右側の引き索を、Ｃ船が漁網の左側の引き索をそれぞれ引

き、両船の間隔を約１３０～１４０ｍとして約１.５kn の速力でえい
．．

網した。 

Ｂ船及びＣ船は、えい
．．

網しながら北進中、船長Ｂ及び船長Ｃが、０

９時４０分ごろ、船首方１Ｍ付近に反航中のＡ船を視認したので、自

動操舵から手動操舵に切り換え、Ａ船の動向を注意深く見守ってい

た。 

船長Ｂ及び船長Ｃは、Ａ船がＢ船及びＣ船の間に向けて航行を続け

たので、Ａ船との衝突を避けようとしてＢ船及びＣ船を右転し、Ｂ船

及びＣ船がＡ船と左舷を対して通過することができたものの、Ｃ船側

の袖網とＡ船とが衝突した。 

Ａ船、Ｂ船及びＣ船は、漁具の損傷状況を確認したのち、Ａ船が徳

島県鳴門市亀浦漁港に向かい、Ｂ船及びＣ船が坊勢漁港に帰港した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 西、風力 ３、視界 良好 

海象：潮汐 下げ潮末期 

 その他の事項 

 

 船長Ａは、約２０年間の内航船での乗船経験があり、約８年前から

Ａ船の船長職に就いており、本事故発生場所付近は何度も航行したこ

とがあった。 

機関長Ａは、約４年間の内航船での乗船経験があり、約３か月前か

らＡ船の機関長職に就いており、六級海技士（航海）以上の海技資格

を有しておらず、また、甲板部航海当直部員の証印を受けていなかっ

た。 

 Ａ船は、船橋当直を船長Ａ及び一等航海士の２人で４時間交替の２

直体制を採っており、船長Ａが、４時間の当直時間のうち、機関長Ａ

を２時間だけ昇橋させ、機関の状況や航海当直要領などを教えてい

た。 

Ａ船は、砂約１,２００ｔを積載し、出港時の喫水が、船首約３.８

０ｍ及び船尾約５.００ｍであった。 

 Ｂ船は、黒色鼓形形象物のほか２そうびき漁船の右舷側を引いてい

ることを示す緑色の旗を、Ｃ船は、黒色鼓形形象物のほか漁網の左側

を引いていることを示す赤色の旗をそれぞれ掲げ、両船共に０.５Ｍ

レンジとしたレーダー及びＧＰＳプロッターを使用していた。 

Ｂ船及びＣ船の漁具は、引き索、袖網及び袋網とから成り、Ｂ船及

びＣ船の後端から網尻までが約１５０～１６０ｍであり、袖網の上側

には黄色の浮きを多数付け、袋網の袋尻にはピンク色の大型標識を付

けており、本事故当時、しらす漁を操業中で漁網が海中の上層部にあ

ったので、黄色の浮きの大部分と袋尻の大型標識が海面に浮いてい

た。 

船長Ｂ及び船長Ｃは、操舵室内で操船していたので、救命胴衣を着
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用していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし、Ｃ なし 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

 Ａ船は、上島南方沖において南南西進中、船長Ａが、接近しそうな

他船はいないものと思い込み、六級海技士（航海）以上の海技資格を

有していない機関長Ａを単独で船橋当直に就かせ、また、単独で船橋

当直中の機関長Ａが、Ｂ船及びＣ船を視認した際、Ｂ船及びＣ船がそ

れぞれ単独で操業しているものと思い込み、両船の間に向けて航行し

たことから、両船が引いていた漁具と衝突したものと考えられる。 

船長Ａは、機関長Ａを単独で船橋当直に就かせ、操舵室を離れたも

のと考えられる。 

 Ｂ船及びＣ船は、上島南方沖において２そうびきによりえい
．．

網しな

がら北進中、船長Ｂ及び船長Ｃが、Ａ船がＢ船及びＣ船の間に向けて

航行したことから、Ａ船との衝突を避けようとして右転し、Ａ船と左

舷を対して通過することができたものの、漁具（Ｃ船側の袖網）とＡ

船とが衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船及びＣ船は、それぞれ漁ろう中であることを示す黒色鼓形形象

物を掲げていたものと考えられる。 

原因  本事故は、上島南方沖において、Ａ船が南南西進中、Ｂ船及びＣ船

が２そうびきによりえい
．．

網しながら北進中、船長Ａが、接近しそうな

他船はいないものと思い込み、六級海技士（航海）以上の海技資格を

有していない機関長Ａを単独で船橋当直に就かせ、また、機関長Ａ

が、Ｂ船及びＣ船がそれぞれ単独で操業しているものと思い込み、両

船の間に向けて航行したため、Ａ船とＢ船及びＣ船の漁具とが衝突し

たことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・六級海技士（航海）以上の海技資格を有していない者を単独で船

橋当直に就かせないこと。 

・操業中の漁船を視認したときは、漁業の種類、漁具の標識などを

確認し、できる限り漁船から離れて航行すること。 

・操業中は、救命胴衣を着用すること。 

 

 




